
審査書類をご提出されない場合
扶養取消となりますので必ずご提出ください

取消する方の「健康保険証」と「被扶養者取消届」をご提出ください。
※「健康保険被扶養者調査表」は、該当する被扶養者の欄に取消日及び理由を記入し提出してください。
（例：収入超過のため、仕送り額不足のため）

上記の認定基準に該当しない場合は、すみやかに扶養から取消する手続きを行ってください。

※上記年間収入は交通費等を含む総支給額で判断します。
また、所得証明書等の役所で発行される証明書の収入金額の総額より判断します。

ただし以下の方は「同居」と致します。

１. 被扶養者の認定基準

仕送り額未満

あなた（被保険者）と被扶養者の方が、同一の住所、住居にお住まいの場合をいいます。
住民票の表記のみでの判断ではありません。


